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市
で
は
毎
年　

月
１
日
の
市
制

１０

施
行
記
念
日
に
、
表
彰
式
典
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
式
典
で
は
、
市

の
公
益
の
増
進
や
文
化
の
向
上
に

功
労
の
あ
っ
た
方
、
市
民
の
模
範

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
方
に
、
市
表

彰
規
則
に
基
づ
い
て
表
彰
状
・
感

謝
状
の
贈
呈
を
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
身
近
に
、
善
行
な
ど

で
市
民
の
模
範
と
な
る
方
や
団
体

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
推
薦
し
て
く

だ
さ
い
。

　
【
推
薦
対
象
の
一
例
】５
年
以
上

続
け
て
環
境
美
化
活
動
や
慈
善
行

為
を
し
て
い
る
方
や
団
体
▼
自
己

の
危
険
も
顧
み
ず
、
人
命
を
救
助

し
た
方
や
団
体

国
民
年
金
基
金
に 

加
入
し
ま
せ
ん
か

　

国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
い
る
自
営
業
な

ど
の
方
が
、
よ
り
充
実
し
た
年

金
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
任

意
で
加
入
で
き
る
公
的
な
年
金

制
度
で
す
。　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
厚
生
年
金
な
ど
と
の
年
金
格

差
を
解
消
す
る
た
め
に
、
平
成

３
年
４
月
に
国
民
年
金
法
の
規

定
に
基
づ
き
国
民
年
金
基
金
制

度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

◎
年
金
の
種
類
＝
年
金
の
タ

イ
プ
に
は
「
終
身
年
金
」「
確
定

年
金
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
老

齢
年
金
と
遺
族
一
時
金
が
支
給

さ
れ
、
支
給
額
は
掛
け
金
に
よ

っ
て
異
な
り
ま
す

　

◎
掛
け
金
＝
月
額
６
万
８
０

０
０
円
を
上
限
と
し
て
加
入
口

　

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
る
「　

年
度
軽

２５

自
動
車
税
」
の
納
期
限
は
、
５
月

　

日
（
金
）
で
す
。
５
月　

日
に

３１

１３

　

５
月　

日
（
金
）
は
、
固
定
資

３１

産
税
・
都
市
計
画
税
第
１
期
、
軽

自
動
車
税
の
納
期
限
で
す
。
最
寄

り
の
金
融
機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

　

市
で
は
、
災
害
時
に
お
け
る
避

難
場
所
の
提
供
や
応
急
物
資
の
供

給
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
イ

オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
イ
オ
ン

東
久
留
米
店
と
「
災
害
時
に
お
け

る
応
急
物
資
の
供
給
等
に
関
す
る

協
定
」
を
、
３
月　

日
の
「
イ
オ

３１

ン
ふ
る
さ
と
の
森
づ
く
り
」
植
樹

　

財
団
法
人
日
本
消
防
協
会
で
は
、

消
防
団
の
装
備
充
実
と
活
動
の
一

層
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、

消
火
資
機
材
だ
け
で
な
く
標
準
的

な
救
助
資
機
材
を
装
備
し
た
、
消

防
団
多
機
能
型
車
両
を
新
た
に
開

発
し
、
財
団
法
人
日
本
宝
く
じ
協

会
の
支
援
を
受
け
て
、　

年
度
か

１９

　

現
在
の
「
市
地
域
福
祉
計
画
」

は　

年
３
月
で
計
画
期
間
が
終
了

２７
す
る
た
め
、
改
定
に
向
け
て
、
改

定
等
業
務
委
託
に
か
か
る
公
募
型

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
（
企
画
提
案
）
を

募
集
し
ま
す
。

　

参
加
を
希
望
す
る
事
業
者
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
公
募
型

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
実
施
要
領
な
ど
に

沿
い
、
５
月　

日
（
月
）
ま
で
に

２７

　

い
つ
発
生
す
る
か
分
か
ら
な
い

首
都
直
下
型
地
震
な
ど
に
備
え
、

「
東
久
留
米
市
地
域
防
災
計
画
」

の
修
正
作
業
が
、
市
の
防
災
会
議

に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

４
月
の
防
災
会
議
で
草
案
が
示
さ

れ
ま
し
た
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
、
そ
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

　

今
後
、
防
災
会
議
で
は
、
９
月

に
修
正
案
が
公
表
で
き
る
よ
う
修

正
作
業
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
【
意
見
募
集
期
間
】
５
月　

日
１５

（
水
）
～
６
月　

日
（
金
）
必
着

２８

　
【
資
料
閲
覧
場
所
】「
東
久
留
米

市
地
域
防
災
計
画
の
修
正
草
案
の

概
要
版
」・「
避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
素
案
」は
、５
月　

日（
水
）

１５

数
を
選
ん
で
、
掛
け
金
を
支
払

っ
て
い
き
ま
す
。
掛
け
金
は
全

額
社
会
保
険
料
控
除
に
な
り
、

所
得
税
・
住
民
税
が
軽
減
さ
れ

ま
す

　

◎
加
入
で
き
る
方
＝
自
営
業

な
ど
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
（　

歳
以
上　

歳
未
満
）
の

２０

６０

方
で
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
て
い
る
方
（
保
険
料
を
免
除

お
よ
び
猶
予
さ
れ
て
い
る
方
を

除
く
）
で
す
。
月
額
４
０
０
円

の
付
加
年
金
は
同
時
に
付
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
今

年
４
月
１
日
か
ら
、
国
民
年
金

法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
国
民

年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
る　
６０

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
も
加
入

６５

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

　

※
東
京
都
国
民
年
金
基
金
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

        
 
 

.  

tokyokikin.or.jp

                /  
）を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
国
民
年
金
基
金
☎

　

・
５
２
８
５
・
８
８
０
０
、

０３ま
た
は
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０

１
２
０
・　

・
４
１
９
２
へ
。

６５

　
【
推
薦
方
法
】６
月
３
日（
月
）ま

で
に
（
必
着
）、
表
彰
候
補
者
の
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
善
行
の

内
容
と
、
推
薦
す
る
方
の
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
（
詳
し
い
内
容

を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
）

か
ら
防
災
防
犯
課
・
市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー（
い
ず
れ
も
市
役
所
２
階
）、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す

　

【
意
見
提
出
方
法
】
住
所
・
氏

名
を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３
儿
８

５
５
５
、
市
役
所
防
災
防
犯
課
宛

て
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・

７
８
０
７
）
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル

（bosaibohan@
city.higash

           
           i  

kurum
e.lg.jp

     
       
）
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
電
話
や
来
庁
に

よ
る
口
頭
で
の
ご
意
見
は
、
お
受

け
で
き
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
防
災
防
犯
課
緯
４
７

０
・
７
７
６
９
へ
。

を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３
儿
８
５

５
５
、
市
役
所
企
画
調
整
課
秘
書

広
報
担
当
宛
て
郵
送
、
ま
た
は
フ

ァ
ク
ス
（
４
７
０
・
７
８
０
４
）、

電
子
メ
ー
ル（hishokoho@

city

          
    .  

higashikurum

            

e  .  lg   .  jp   
）
で
送
信

し
て
く
だ
さ
い
（
い
ず
れ
も
題
名

を「
表
彰
推
薦　

秘
書
広
報
担
当
」

と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）

　

詳
し
く
は
同
担
当
☎
４
７
０
・

７
７
１
２
へ
。

発
送
し
ま
し
た
納
税
通
知
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
で
お
納

め
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】
身
体
障
害
者
、
精
神

障
害
者
、
常
時
介
護
者
で
、
減
免

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

５
月　

日
（
金
）
ま
で
に
課
税
課

２４

市
民
税
係
（
市
役
所
２
階
）
へ
申

請
が
必
要
で
す
。
そ
の
際
に
は
納

税
通
知
書
の
ほ
か
、
身
体
障
害
者

手
帳
な
ど
、
運
転
者
の
免
許
証
、

認
め
印
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
前
年
度
に
減
免
を
受
け

て
い
る
方
で
、
軽
自
動
車
の
使
用

実
態
に
か
か
る
報
告
書
を
提
出
し

た
方
は
、
改
め
て
申
請
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
７
７
（
内
線
２
３
３
１
・
２
３

３
２
）
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ら
全
国
の
消
防
団
へ
交
付
し
て
い

ま
す
。　

年
度
は
、
全
国
で　

の

２４

１４

消
防
団
に
交
付
さ
れ
、
そ
の
う
ち

の
１
台
が
東
久
留
米
市
に
寄
贈
さ

れ
第
１
分
団
に
配
備
し
ま
し
た
。

　

こ
の
車
両
は
、
最
大
積
載
量
２

亅
車
級
・
４
輪
駆
動
・
５
速
マ
ニ

ュ
ア
ル
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
、

後
部
デ
ッ
キ
に
は
可
搬
ポ
ン
プ
を

は
じ
め
、
消
防
ホ
ー
ス
・
と
び
口

な
ど
の
消
火
資
機
材
、
電
動
コ
ン

ビ
ツ
ー
ル
・
エ
ン
ジ
ン
カ
ッ
タ
ー
・

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
・
自
動
体
外
式
除

細
動
器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
や
四
つ
折
り

担
架
な
ど
の
救
急
・
救
助
資
機
材

な
ど
を
装
備
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
防
災
防
犯
課
緯
４
７

０
・
７
７
６
９
へ
。

祭
開
会
記
念
式
典
（
イ
オ
ン
東
久

留
米
店
敷
地
内
）
で
締
結
し
ま
し

た
。

　

協
定
の
内
容
は
、
災
害
が
発
生

ま
た
は
発
生
が
予
想
さ
れ
応
急
活

動
が
必
要
な
場
合
に
、
市
が
イ
オ

ン
側
に
要
請
す
る
も
の
で
、
水
や

食
料
な
ど
の
生
活
必
需
品
の
提
供
、

店
舗
に
お
け
る
避
難
場
所
・
ト
イ

レ
な
ど
の
提
供
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
市
で
は
大
地
震
な

ど
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、

地
域
住
民
・
地
域
の
事
業
所
と
連

携
し
、
地
域
の
防
災
力
の
向
上
を

目
指
し
て
い
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
防
災
防
犯
課
緯
４
７

０
・
７
７
６
９
へ
。

応
募
書
類
を
福
祉
総
務
課
福
祉
政

策
係
（
市
役
所
１
階
）
へ
直
接
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。　　

　

詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
４
１
へ
。

（
郵
便
局
）
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
９
へ
。

寄贈された多機能型車両

身
近
な
方
や
団
体
で

善
行
な
ど
を
さ
れ
た
方
を

ご
推
薦
く
だ
さ
い

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は

５
月　

日
で
す

３１

お
忘
れ
な
く
！

消
防
団
多
機
能
型
車
両
が

「
災
害
時
に
お
け
る

　
応
急
物
資
の
供
給
等
に
関
す
る
協
定
」

を
締
結
し
ま
し
た

市
税
な
ど
の
納
付
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

募
集
し
ま
す

「
地
域
福
祉
計
画
改
定
」委
託
業
務

の
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
イ
オ
ン
東
久
留
米
店
と

第
１
分
団
に
配
備
さ
れ
ま
し
た

「
東
久
留
米
市
地
域
防
災
計
画
の
修
正
草
案
の

概
要
版
」
並
び
に
「
避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
素
案
」
の
中
間
報
告

　

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
人
権
擁
護
委
員
法
の
施
行
日

で
あ
る
６
月
１
日
を
「
人
権
擁
護

委
員
の
日
」
と
し
て
、
人
権
擁
護

委
員
制
度
の
周
知
と
人
権
思
想
の

普
及
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

毎
年
、
全
国
一
斉
特
設
人
権
相
談

と
啓
発
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
基
本
的
人
権

を
擁
護
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
が

委
嘱
し
た
方
で
す
。
日
常
生
活
で
、

人
か
ら
理
由
の
な
い
嫌
が
ら
せ
や

差
別
を
受
け
る
な
ど
、
人
権
を
侵

害
さ
れ
て
困
っ
た
と
き
は
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
６
月
６
日
（
木
）
午
後

１
時
～
４
時

　
【
会
場
】市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ

ば
　
【
担
当
者
】
人
権
擁
護
委
員

　
【
定
員
】
先
着
５
人
程
度

　

当
日
直
接
会
場
へ
。

　

詳
し
く
は
生
活
文
化
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
８
へ
。

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
人
権
相

特
設
人
権
相
談談
を
実
施
し
ま
す

心
身
障
害
児
通
園
施
設 

「
わ
か
く
さ
学
園
」
臨
時
職
員

　
【
勤
務
内
容
】
看
護
師

　
【
雇
用
期
間
・
勤
務
時
間
な
ど
】

７
月
１
日
（
月
）
か
ら
。
週
２
～

３
日
。
お
お
む
ね
午
前
９
時
半
～

午
後
２
時
半

　
【
勤
務
場
所
】
わ
か
く
さ
学
園

（
南
沢
４
ノ
７
ノ　

）
１８

　
【
賃
金
】時
給
。
別
途
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

　
【
募
集
人
員
】
若
干
名

　

申
し
込
み
は
６
月　

日
（
金
）

１４

ま
で
に
、
履
歴
書
（
市
販
の
も
の

可
。
写
真
貼
付
）
を
同
学
園
へ
直

接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
書
類
選

考
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
学
園
☎
４
６
７
・

３
２
７
５
へ
。

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
が
病
気
や

け
が
を
し
た
と
き
安
心
し
て
医
療

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、「
相
互
扶

助
」
の
考
え
方
を
基
に
制
度
化
さ

れ
た
医
療
保
険
で
す
。
３
割
～
１

割
の
自
己
負
担
で
医
療
を
受
け
ら

れ
る
の
は
、
皆
さ
ん
が
納
め
た
国

保
税
な
ど
か
ら
、
残
り
の
７
割
～

９
割
が
保
険
給
付
と
し
て
医
療
機

関
な
ど
に
支
払
わ
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。

　

年　

月
分
の 

２４

１１

診
療
費
（
市
内
）

　

◎
一
般
被
保
険
者
＝
診
療
件
数

　

２
万
７
７
６
２
件
▼
診
療
費　

６
億
１
４
０
３
万
７
７
１
２
円
▼

一
件
あ
た
り
の
金
額　

２
万
２
１

１
８
円
（
前
年
度
比
１
０
４
・
７

％
）

　

◎
退
職
被
保
険
者
＝
診
療
件
数

　

１
６
１
９
件
▼
診
療
費　

３
６

０
７
万
５
３
０
円
▼
一
件
あ
た
り

の
金
額　

２
万
２
２
８
０
円
（
前

年
度
比
１
０
０
・
９
％
）

　

※
出
典
は
「
国
民
健
康
保
険
毎

月
事
業
状
況
報
告
（
２
月
報
）」。

　

近
年
、
医
療
費
は
年
々
増
加
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
結
果
と
し
て
、

医
療
費
の
支
払
い
が
国
保
税
の
収

入
を
大
き
く
上
回
り
、
市
の
一
般

会
計
か
ら
の
多
額
な
繰
入
金
に
よ

っ
て
、
収
支
を
保
っ
て
い
る
の
が

現
状
で
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
活
用

す
る
こ
と
で
医
療
費
が
抑
制
さ
れ
、

自
己
負
担
も
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

国
保
は
、
私
た
ち
の
健
康
と
生

命
を
守
る
大
切
な
制
度
で
す
。
国

保
の
健
全
な
運
営
に
ご
理
解
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

国
民
健
康
保
険

　

年　

月
分
の
診
療
費（
市
内
）を

２４

１１

お
知
ら
せ
し
ま
す


